
 
電報サービス契約約款の一部改正 

新旧対照 

旧 新 
 

 

別記 
１ （略） 
１の２ 電報配達員による配達ができない区域 

当社は、次に掲げる区域においては、電報配達員による配達を行いません。 

別記 
１ （略） 
１の２ 電報配達員による配達ができない区域 

当社は、次に掲げる区域においては、電報配達員による配達を行いません。 

 
都道府県 市区町村 

電報配達員による配達ができない区域   
都道府県 市区町村 

電報配達員による配達ができない区域  

 町字 （参考）島名   町字 （参考）島名  

 （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略）  

 和歌山県 伊都郡かつらぎ
町 

（略）    和歌山県 伊都郡かつらぎ
町 

（略）   

 有田郡有田川町 （略）    有田郡有田川町 （略）   

   鳥取県 日野郡日南町 日南町全域   

 島根県 隠岐郡知夫村 知夫村全域 知夫里島   島根県 隠岐郡知夫村 知夫村全域 知夫里島  

 （略） （略）    （略） （略）   

 （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略）  

  

 附 則（令和６年11月28日企営第155500000498号） 

この改正規定は、令和６年12月１日から実施します。 

 


